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議案第 152号「令和６年度福島市一般会計補正予算」〔教育委員会所管分〕 【学校教育課】 

 

 

【事業名：小学校教師用教科書・指導書購入（小学校費 学校教育運営費）】 

 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令に基づく小学校の教科書の採択替えが令和６年度行われたことに伴

い、令和７年度新学期から、授業で教師が使用する教師用教科書・指導書（多学年本）を購入するもの。 

 新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、特別な配慮を必要とする児童生徒等の学習

上の困難低減のため、指導者用デジタルコンテンツを効果的に活用することで教育活動の一層の充実を図る。 

 

 

１ 事業の概要 

 

 （１）事業費（補正額）６，８６６千円 

 

 （２）財源内訳  一般財源 

 

 （３）事業内容  小学校教師用教科書・指導書（多学年本）購入 

   該当教科 地図（４年）、家庭（６年）、保健（４・６年） 

 ①教師用教科書の配当  

    普通学級全学級に各教科１冊 

     

   ②教師用指導書の配当 

    指導書セットを普通学級２学級に１セット 

 

  

多学年本

先生の教科書等は、R６年度の５年生の学級に

対してに配当。進級後の学級に対しては未配

当のため、今回購入をするもの。

児童 ５年生から６年生まで使用

５年生 ６年生先生
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【事業名：中学校教師用教科書・指導書購入（中学校費 学校教育運営費）】 

 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令に基づく中学校の教科書の採択替えが令和７年度行われることに伴

い、令和７年度新学期から、授業で教師が使用する教師用教科書・指導書を購入するもの。 

 新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、特別な配慮を必要とする児童生徒等の学習

上の困難低減のため、指導者用デジタルコンテンツを効果的に活用することで教育活動の一層の充実を図る。 

 

 

１ 事業の概要 

 

 （１）事業費（補正額）６７，０８０千円 

 

 （２）財源内訳  一般財源 

 

 （３）事業内容  中学校教師用教科書・指導書購入 

    

①教師用教科書の配当（図①） 

    ・授業を担当する教科の教師一人１冊 

・道徳は学級担任一人１冊 

・特別支援学級（知的）学級は、主要教科は１学級に 1～３年全教科１セット、技能教科は各校１セット 

・通級指導教室は１～３年全教科１セット 

     

 

 

 

 

１～３年生国語担当教師４名

国 語 国 語 国 語国 語

教科書

●教科を担当する教師

に一人１冊ずつ配当

●他の教科も同様（道

徳以外）

図① 
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   ②教師用指導書の配当（図②） 

    学校規模に応じて配置。基本は指導書セットを 1セット配当だが、２つの学年で５学級以上ある学校は指導書セットを 

２セット配当 

    朱刷本は、授業を担当する教科の教師一人１冊配当となるよう購入 

 

   ③学校教育課配置分 

    指導用として各教科、教科書・指導書セットを１ 

   冊ずつ購入 

    ただし、貸出用に主要教科の教科書及び朱刷本を 

各３冊購入 

 

指導書

国 語（担当教師４名）

プラス

※指導書セット

【デジタルコンテンツなし】

研究編＋指導編

【デジタルコンテンツあり】

フリーライセンス付

●配当基準

指導書セットは、学校規模に応じて

配置。基本は１セットを配当。ただ

し、２つの学年で５学級以上ある学

校は、指導書セットを２セットとす

る。

朱刷本は教科担当教師一人１冊を配

当

※２つの学年で5学級以上ある学校の場合
図② 
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